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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 密度が９１０ｋｇ／ｍ3未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）を主成分とする基材層と、
密度が９１０ｋｇ／ｍ3未満のポリエチレン系樹脂を除くポリオレフィン系樹脂（Ｂ）を
主成分とするスキン層を備えるポリオレフィン系樹脂から成る低弾性フィルムを用いた表
面保護シートにおいて、
　下記伸縮試験における３００％伸長荷重がＭＤ方向、ＴＤ方向、共に５Ｎ／１５ｍｍ以
下であり、伸縮歪みが１００％以上であり、３００％伸長させる間に試験片がネッキング
しないことを特徴とする表面保護シート。
［伸縮試験］
　フィルムを幅１５ｍｍの矩形に切り出して試験片を作成し、チャック間距離が４０ｍｍ
となるように試験片を引張試験機に装着し、該試験片を２００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャ
ック間距離が１６０ｍｍになるまで伸長し、次いで２００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャック
間距離が４０ｍｍに戻るまで試験片の伸長を戻す。
　チャック間距離が１６０ｍｍになったときの引張試験機に加わる荷重を３００％伸長荷
重（Ｎ／１５ｍｍ）とする。また伸長を戻す際に引張試験機に加わる荷重が０．０１Ｎ／
１５ｍｍになったときのチャック間距離をＬ１（ｍｍ）とするとき、１００×（Ｌ１－４
０）／４０を伸縮歪み（％）とする。
【請求項２】
　密度が９１０ｋｇ／ｍ3未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）を主成分とする基材層と、
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密度が９１０ｋｇ／ｍ3未満のポリエチレン系樹脂を除くポリオレフィン系樹脂（Ｂ）を
主成分とするスキン層を備えるポリオレフィン系樹脂から成る低弾性フィルムを用いた化
粧シートにおいて、
　下記伸縮試験における３００％伸長荷重がＭＤ方向、ＴＤ方向、共に５Ｎ／１５ｍｍ以
下であり、伸縮歪みが１００％以上であり、３００％伸長させる間に試験片がネッキング
しないことを特徴とする化粧シート。
［伸縮試験］
　フィルムを幅１５ｍｍの矩形に切り出して試験片を作成し、チャック間距離が４０ｍｍ
となるように試験片を引張試験機に装着し、該試験片を２００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャ
ック間距離が１６０ｍｍになるまで伸長し、次いで２００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャック
間距離が４０ｍｍに戻るまで試験片の伸長を戻す。
　チャック間距離が１６０ｍｍになったときの引張試験機に加わる荷重を３００％伸長荷
重（Ｎ／１５ｍｍ）とする。また伸長を戻す際に引張試験機に加わる荷重が０．０１Ｎ／
１５ｍｍになったときのチャック間距離をＬ１（ｍｍ）とするとき、１００×（Ｌ１－４
０）／４０を伸縮歪み（％）とする。
【請求項３】
　密度が９１０ｋｇ／ｍ3未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）を主成分とする基材層と、
密度が９１０ｋｇ／ｍ3未満のポリエチレン系樹脂を除くポリオレフィン系樹脂（Ｂ）を
主成分とするスキン層を備えるポリオレフィン系樹脂から成る低弾性フィルムを用いた転
写シートにおいて、
　下記伸縮試験における３００％伸長荷重がＭＤ方向、ＴＤ方向、共に５Ｎ／１５ｍｍ以
下であり、伸縮歪みが１００％以上であり、３００％伸長させる間に試験片がネッキング
しないことを特徴とする転写シート。
［伸縮試験］
　フィルムを幅１５ｍｍの矩形に切り出して試験片を作成し、チャック間距離が４０ｍｍ
となるように試験片を引張試験機に装着し、該試験片を２００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャ
ック間距離が１６０ｍｍになるまで伸長し、次いで２００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャック
間距離が４０ｍｍに戻るまで試験片の伸長を戻す。
　チャック間距離が１６０ｍｍになったときの引張試験機に加わる荷重を３００％伸長荷
重（Ｎ／１５ｍｍ）とする。また伸長を戻す際に引張試験機に加わる荷重が０．０１Ｎ／
１５ｍｍになったときのチャック間距離をＬ１（ｍｍ）とするとき、１００×（Ｌ１－４
０）／４０を伸縮歪み（％）とする。
【請求項４】
　前記スキン層の厚みが０．５～１０μｍであることを特徴とする請求項１記載の表面保
護シート。
【請求項５】
　前記スキン層の厚みが０．５～１０μｍであることを特徴とする請求項２記載の化粧シ
ート。
【請求項６】
　前記スキン層の厚みが０．５～１０μｍであることを特徴とする請求項３記載の転写シ
ート。
【請求項７】
　前記低弾性フィルムが、前記スキン層、前記基材層、前記スキン層を順次備え、各層の
厚さの比が、１：６：１～１：３０：１であることを特徴とする請求項１又は４記載の表
面保護シート。
【請求項８】
前記低弾性フィルムが、前記スキン層、前記基材層、前記スキン層を順次備え、各層の厚
さの比が、１：６：１～１：３０：１であることを特徴とする請求項２又は５記載の化粧
シート。
【請求項９】
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　前記低弾性フィルムが、前記スキン層、前記基材層、前記スキン層を順次備え、各層の
厚さの比が、１：６：１～１：３０：１であることを特徴とする請求項３又は６記載の転
写シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は低弾性フィルムに関する。詳しくは表面保護シート、化粧シート、転写シート
等に用いることができる伸びやすく、元の形状に戻り難い低弾性フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　深絞り成形加工される金属板等の表面を保護する表面保護シートは、金属板等と共に深
絞り加工される為、深絞り加工時に歪んだり皺になったりしない性質が求められている。
また深絞り加工後、経時で寸法変化しない性質も求められている。表面保護シートが経時
で寸法変化すると、金属板等の被着体表面から浮き上がったり、剥れたりする恐れがある
。
　曲面を備える成型品の表面を化粧する化粧シートや、該成型品の表面に意匠層を転写す
る転写シート等にも、同様の性質が求められている。化粧シートや転写シート等で、曲面
を備える成型品を覆う場合、通常、該シートは曲面に沿うように伸ばされる。該シートが
小さな力で歪みなく伸長される性質を備えない場合、成型品が変形したり、図柄（化粧層
や意匠層）に皺や歪みが入ったりする恐れがある。また該シートが成型品を覆った後に寸
法変化すると、図柄が歪む恐れがある。
【０００３】
　特許文献１は、伸長（引張操作）時にネッキング（試料が延伸される際に試料フィルム
のある極限された点でくびれが発生し、延伸と共にそのくびれ部分が長く成長していくこ
と）が発生し難いポリオレフィン系軟質フィルムに関する発明である。該フィルムの片面
に粘着剤層が形成された表面保護シート（表面保護粘着シート）は、各種金属板等の深絞
り成形加工時に、金属板等の表面に貼合され、金属板等を汚れや傷から保護する。
【０００４】
　該ポリオレフィン系軟質フィルムは、重量平均分子量が１００，０００～４５０，００
０の範囲内にあり、クロス分別法による０℃以上２０℃以下での樹脂溶出量が全ポリオレ
フィン系樹脂量の２０～５０重量％であり、２０℃超７５℃以下での樹脂溶出量が５～２
５重量％であり、７５℃超１２５℃での樹脂溶出量が３５～７０重量％であるポリオレフ
ィン系樹脂を用いることを特徴とする。当該ポリオレフィン系樹脂は、一般に、低ポリオ
レフィンポリマーがプロピレン系ポリオレフィン中に重合に際して均一に分散された、ポ
リマーアロイ材料である。
【０００５】
　特許文献１に開示されたポリオレフィン系軟質フィルムや表面保護シートは、エチレン
等の共重合成分がポリマー鎖中に均一に存在するため、ポリプロピレンまたはＥＰＲ系ゴ
ムがブレンドされたポリプロピレン等で形成されるフィルムに比べて、伸長時にネッキン
グが起こり難い。また該フィルムは１００％伸長後の寸法回復性（引張変形回復率）が低
い。その為、該フィルムを用いた表面保護シートを深絞り加工に利用した場合、表面保護
シートが経時で金属板等から浮いてくるという現象は発生し難い。
【０００６】
　しかしながら、該フィルムはプロピレン系ポリオレフィンを主成分とする為、ポリエチ
レン系のフィルムと比べると、伸長（引張操作）に大きな力を要するものと思われる。特
に１００％を超える高倍率に伸長する作業には、高荷重を要すると思われる。また高倍率
に伸長した際のフィルムのネッキングや破れ等の問題については何ら検討されていない。
【０００７】
　特許文献２は、均一延伸性に優れるポリエチレン系積層フィルムを開示する。詳しくは
、（Ａ）層がプロピレン及び／又はブテン－１の含有量が５０重量％以上であり、沸騰ｎ
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－ヘプタン不要分の量が６０重量％以下である非晶性ポリオレフィン２０～１００重量％
と、結晶性ポリプロピレン０～８０重量％との樹脂組成物からなり、（Ｂ）層がメタロセ
ン触媒で製造されたポリエチレンからなり、（Ａ）層と（Ｂ）層とが積層されたことを特
徴とするポリエチレン系積層フィルムを開示する。
【０００８】
　該フィルムは、伸長性（均一延伸性）については確認されているものの、フィルムを伸
長する為に必要な荷重や、伸長後のフィルムの寸法回復性については何ら検討されていな
い。また該フィルムは（Ａ）層に非晶性ポリオレフィンが配合されているため、製膜時に
フィルムが搬送ロール等に貼り付いたり、ロール状に巻かれたフィルムを繰り出す際にフ
ィルムが変形したりする恐れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平７－９００９１
【特許文献２】特開２０００－２１８７４５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は低弾性フィルムの提供を課題とする。詳しくは、表面保護シートや化粧シート
、転写シート等に好適に用いることができる低弾性フィルムの提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、小さな力で３００％程度の伸長ができるフィルムであって、３００％程
度伸長する際にネッキングせず、伸長後の伸縮歪みが大きいフィルムであれば、深絞り加
工される金属板等を覆う表面保護シートや、曲面を備える成型品に用いられる化粧シート
や転写シート等にも使用できることを見出した。
　併せてこのような低弾性フィルムは、密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹
脂（Ａ）を主成分とする基材層に、ポリオレフィン系樹脂（Ｂ）を主成分とするスキン層
を設けることにより得られることを見出した。但し、スキン層が厚くなり過ぎると、フィ
ルムが伸長時にネッキングを起こす恐れがある。そこでスキン層としてＭＦＲの高い樹脂
を選定し、スキン層を可能な限り薄くすることにより、ネッキングすることなく均一に伸
長し、伸長後に元の形状に戻り難いフィルムを容易に得られることを見出した。
【００１２】
　即ち本発明によると上記課題を解決する為の手段として、ポリオレフィン系樹脂から成
る低弾性フィルムにおいて、後述する伸縮試験における３００％伸長荷重がＭＤ方向、Ｔ
Ｄ方向、共に５Ｎ／１５ｍｍ以下であり、伸縮歪みが１００％以上であり、３００％伸長
させる間に試験片がネッキングしないことを特徴とする低弾性フィルムが提供される。
　また密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）を主成分とする基材層と
、密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂を除くポリオレフィン系樹脂（Ｂ）
を主成分とするスキン層を備えることを特徴とする前記低弾性フィルムが提供される。
　更に前記密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂を除くポリオレフィン系樹
脂（Ｂ）が、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂または環状オレフィン系樹脂で
あることを特徴とする前記低弾性フィルムが提供される。
【００１３】
　更に、前記スキン層の厚みが０．５～１０μｍであることを特徴とする前記低弾性フィ
ルムが提供される。
　更に、前記低弾性フィルムが、前記スキン層、前記基材層、前記スキン層を順次備え、
各層の厚さの比が、１：６：１～１：３０：１であることを特徴とする前記低弾性フィル
ムが提供される。
　更に、前記密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）の試験温度１９０
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℃、荷重２．１６ｋｇにおけるメルトフローレートをＭａ（ｇ／１０ｍｉｎ）、前記密度
が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂を除くポリオレフィン系樹脂（Ｂ）の試験
温度１９０℃、荷重２．１６ｋｇにおけるメルトフローレートをＭｂとするとき、１．５
Ｍａ≦Ｍｂ≦５．０Ｍａであることを特徴とする前記低弾性フィルムが提供される。
【００１４】
　更に本発明によると、前記低弾性フィルムを用いることを特徴とする表面保護シートが
提供される。
　更に本発明によると、前記低弾性フィルムを用いることを特徴とする化粧シートが提供
される。
　更に本発明によると、前記低弾性フィルムを用いることを特徴とする転写シートが提供
される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の低弾性フィルムは、小さな力で３００％程度伸長し、更に３００％程度伸長す
る際にネッキングしない。その為、本発明の低弾性フィルムを用いた表面保護シートは、
被着体と共に深絞り加工されても、歪んだり皺になったりすることなく、被着体表面を保
護することができる。また本発明の低弾性フィルムを用いた化粧シートや転写シートは、
化粧層、或いは意匠層が転写される成型品が曲面を備えるものであっても、必要に応じ伸
長し該曲面に沿うことができる。よって、歪みや皺のない美麗な化粧層あるいは意匠層を
、成型品の表面に形成することができる。
【００１６】
　また本発明の低弾性フィルムは伸長後の伸縮歪みが大きい。よって被着体と共に深絞り
加工されたり、伸長された状態で被着体表面を覆ったりしても、残留応力が小さく、経時
で寸法変化しない。その為、該低弾性フィルムを用いた表面保護シートや化粧シート、転
写シート等は、シートを故意に剥離するまでの間に、シートが自然に被着体から浮き上が
ったり剥れたりすることがない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】実施例１の低弾性フィルムを伸縮試験した際のヒステリシスループ図である。
【図２】実施例２の低弾性フィルムを伸縮試験した際のヒステリシスループ図である。
【図３】実施例３の低弾性フィルムを伸縮試験した際のヒステリシスループ図である。
【図４】実施例４の低弾性フィルムを伸縮試験した際のヒステリシスループ図である。
【図５】比較例３の低弾性フィルムを伸縮試験した際のヒステリシスループ図である。
【図６】比較例４の低弾性フィルムを伸縮試験した際のヒステリシスループ図である。
【図７】比較例５の低弾性フィルムを伸縮試験した際のヒステリシスループ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
［伸縮特性について］
　本発明の低弾性フィルムは、ポリオレフィン系樹脂から成り、以下の伸縮試験において
（１）３００％伸長荷重がＭＤ方向、ＴＤ方向、共に５Ｎ／１５ｍｍ以下であり、（２）
伸縮歪みが１００％以上であり、（３）３００％伸長させる間に試験片がネッキングしな
い、という伸縮特性を備える。尚、本発明においてＭＤ方向とはフィルムの長さ方向を、
ＴＤ方向とはフィルムの幅方向を意味する。フィルムがロール巻きされている場合、ＭＤ
方向とはフィルムの巻き方向（周方向）であり、ＴＤ方向とはそれと垂直な方向（幅方向
）である。
【００１９】
＜伸縮試験＞
　本発明における伸縮試験は以下の要領で行う。
　初めにフィルムを幅１５ｍｍの矩形に切り出して試験片を作成する。尚、フィルムのＭ
Ｄ方向の伸縮試験を行う際は、フィルムのＭＤ方向が試験片の長さ方向となるように、Ｔ
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Ｄ方向の伸縮試験を行う際はフィルムのＴＤ方向が試験片の長さ方向となるようにする。
次いで、試験片を引張試験機に装着する。このときチャック間距離を４０ｍｍにする。
　更に、該試験片を２００ｍｍ／ｍｉｎの速度で３００％（チャック間距離が１６０ｍｍ
になるまで）伸長し、次いで２００ｍｍ／ｍｉｎの速度でチャック間距離が４０ｍｍに戻
るまで試験片の伸長を戻す。
　本発明では、３００％（チャック間距離が１６０ｍｍになるまで）伸長したときに引張
試験機に加わる荷重を３００％伸長荷重（Ｎ／１５ｍｍ）とする。また試験片の伸長を戻
す際に、引張試験機に加わる荷重がほぼ０、厳密には０．０１Ｎ／１５ｍｍになったとき
のチャック間距離をＬ１（ｍｍ）とし、１００×（Ｌ１－４０）／４０を伸縮歪み（％）
とする。
【００２０】
　図１は実施例１のフィルムの伸縮試験の結果を表すヒステリシスループ図である。図１
の上段の曲線は試験片伸長時の歪みと荷重の関係を、下段の曲線は試験片の伸長を戻す際
の歪みと荷重の関係を記したものである。
　本発明の低弾性フィルムは、（１）３００％伸長荷重（図１におけるＸの値）が５Ｎ／
１５ｍｍ以下である。３００％伸長荷重が５Ｎ／１５ｍｍを超えるとフィルムを高倍率に
伸長する際の荷重が高くなり、伸長作業が困難となる。該値は４Ｎ／１５ｍｍ以下が好ま
しく、特に３．５Ｎ／１５ｍｍ以下が好ましい。該値が５Ｎ／１５ｍｍを超える低弾性フ
ィルムは、化粧シートや転写シートとした際に、被着体を変形させる恐れがある。
【００２１】
　また本発明の低弾性フィルムは、（２）伸縮歪みが（図１におけるＹの値）が１００％
以上である。伸縮歪みが１００％未満であると、該フィルムを表面保護シートや化粧シー
ト、転写シート等に用いた際に、該シートが金属板や成型品等の表面から浮き上がる恐れ
がある。また化粧シートや転写シート等に用いた場合は、図柄（化粧層や意匠層）が歪む
恐れがある。尚、該値は１２０％以上であることが好ましく、特に１５０％以上であるこ
とが好ましい。
【００２２】
　さらに本発明の低弾性フィルムは、（３）３００％伸長させる間に試験片がネッキング
しない（図１における上段の曲線が、歪み０％から３００％までの間に減少しない）こと
を特徴とする。本発明の低弾性フィルムが３００％伸張させる間にネッキングを起こすと
、該フィルムを高倍率に深絞り加工される金属板等の表面保護シート等に用いることがで
きなくなる。深絞り加工時に、ネッキングによりシートの厚み差が生じ、シートが切れた
り、シートにより被保護板表面に筋等の傷が出来たりする恐れがある。また該フィルムを
化粧シートや転写シートに用いた場合、シートを被着体に沿うよう伸長させる際に、図柄
が、歪んだり、皺が入ったりする恐れがある。
　尚、ネッキングとは、試料が伸長される際に試料フィルムのある極限された点でくびれ
が発生し、伸長と共にそのくびれ部分が長く成長していくことである。くびれ部分の断面
は残りの部分の断面よりはるかに小さくなる。
【００２３】
　このような伸縮特性を備える低弾性フィルムは、密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエ
チレン系樹脂（Ａ）を主成分とする基材層と、ポリオレフィン系樹脂（Ｂ）を主成分とす
るスキン層とにより達成することができる。
【００２４】
［基材層について］
　本発明の低弾性フィルムの基材層は、密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹
脂（Ａ）を主成分とする。密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）はメ
タロセン系の触媒により重合されたプラストマーと、チーグラー系触媒により重合された
超低密度ポリエチレン（以下、ＶＬＤＰＥと略称する）に大別される。これらはいずれも
、エチレン－αオレフィン共重合体が一般的である。
【００２５】
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　プラストマーは分子量分布、組成分布が狭く、衝撃強度、透明性、耐抽出性に非常に優
れた性能を備え、柔軟な割には高強度で、耐熱性に優れる。プラストマーを主成分とする
層は、ＶＬＤＰＥを主成分とする層よりも、厚さ方向の柔らかさを備える。よって、低弾
性フィルムを表面保護シートとして用いる場合等は、基材層の主成分としてプラストマー
を用いることにより、フィルムに耐衝撃性を付与することができる。
　ＶＬＤＰＥは、フィラーを高充填しても良好な物性を保持し、耐ストレスクラッキング
性に優れる。ＶＬＤＰＥを主成分とする層は、プラストマーを主成分とする層よりも、面
方向の柔軟性を備える。よって、低弾性フィルムを化粧シートや転写シートとして用いる
場合等は、基材層の主成分としてＶＬＤＰＥを用いることにより、フィルムの伸長性を更
に高めることができる。
　尚、本発明の密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）として、これら
の樹脂をブレンドして用いることもできる。
【００２６】
　本発明の低弾性フィルムは、当該密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（
Ａ）により、低荷重で均一に伸長することが可能となり、寸法回復性も低く抑えられる。
該ポリエチレン系樹脂（Ａ）は密度９００ｋｇ／ｍ３未満が好ましく、８９０ｋｇ／ｍ３

未満が特に好ましい。
　基材層における密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）は主成分（配
合割合が５０重量％以上）であるが、該ポリエチレン系樹脂（Ａ）の配合割合は７０～１
００重量％が好ましく、９０～１００重量％が特に好ましい。
【００２７】
［スキン層について］
　上述した基材層は密度が９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）を主成分と
し、非常に弱い力で伸びるため、該基材層のみではフィルムを搬送したり、巻き取ったり
する際に、寸法変化が著しくハンドリング性に欠ける。
　よって本発明の低弾性フィルムはスキン層を備えることが望まれる。該スキン層は基材
層との密着性を考慮するとポリオレフィン系樹脂（Ｂ）を主成分とすることが望ましい。
ポリオレフィン系樹脂（Ｂ）として、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ（１－ブテン
）、ポリ（４－メチル－１－ペンテン）等のα－オレフィンの単独重合体や、エチレンと
α－オレフィンの共重合体、エチレンと酢酸ビニルの共重合体、プロピレンとエチレンの
ブロック共重合体やランダム共重合体、環状オレフィンのホモポリマー、環状オレフィン
とエチレンとの共重合体等を例示することができ、スキン層にはこれらの樹脂の中から、
１種或いは２種以上を適宜選択して用いるとよい。
　尚、スキン層の主成分として結晶性ポリエチレン系樹脂（Ｂ）を採用する場合は、密度
９１０ｋｇ／ｍ３以上ものを選択する必要がある。密度９１０ｋｇ／ｍ３未満のポリエチ
レン系樹脂では、基材層のハンドリング性を改善する効果に乏しい。尚、スキン層、基材
層、共に主成分としてポリエチレン系樹脂を採用する場合は、これらのポリエチレン系樹
脂の密度差が４０ｋｇ／ｍ３以上あることが望ましく、特に５０ｋｇ／ｍ３以上あること
が望ましい。
【００２８】
　尚、上述した樹脂の中でも基材層との共押出成形性を考慮すると、ポリオレフィン系樹
脂（Ｂ）として、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、環状オレフィン系樹脂を
採用することが望ましく、特に密度が９４２ｋｇ／ｍ３以上の高密度ポリエチレンを採用
することが望ましい。スキン層が当該高密度ポリエチレンを主成分とする場合、フィルム
のハンドリング性改善の効果が高く、基材層との密着性もよく、更にフィルムの耐ブロッ
キング性も良好となる。
　スキン層におけるポリオレフィン系樹脂（Ｂ）は主成分（配合割合が５０重量％以上）
であるが、ポリオレフィン系樹脂（Ｂ）の配合割合は７０～１００重量％が好ましく、９
０～１００重量％が特に好ましい。
【００２９】
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　該スキン層は、フィルムのハンドリング性を改善できれば、その膜厚は薄い方が望まし
い。詳しくは低弾性フィルムにおけるスキン層の厚みは０．５～１０μｍ程度、特に１～
５μｍ程度であることが望ましい。スキン層が０．５μｍ未満では、低弾性フィルムのハ
ンドリング性を改善することが難しく、スキン層が１０μｍを超えてもフィルムのハンド
リング性の更なる改善は見られず、フィルムの低弾性が低下するだけである。尚、低弾性
フィルムがスキン層を複数備える場合は、各スキン層の厚さが上記範囲であることが望ま
しい。
【００３０】
［低弾性フィルムについて］
　本発明の低弾性フィルムは、上述した基材層とスキン層とからなることが望ましく、例
えばスキン層／基材層の２層のフィルムであっても良く、スキン層／基材層／スキン層を
順に備える３層のフィルムであっても良く、更にはスキン層と基材層との間に他の樹脂層
を備える４層以上のフィルムであっても良い。しかしながら、フィルムのブロッキング性
を考慮すると、基材層の両側にスキン層を備えることが望ましい。また基材層の低弾性を
最大限に発揮させるためには、基材層とスキン層以外の層を備えないことが望ましい。
【００３１】
　スキン層と基材層の厚さの比については特に限定されないが、スキン層／基材層の２層
の場合は１：３～１：３０程度が望ましく、特に、１：５～１：２５程度が望ましく、ス
キン層／基材層／スキン層の３層の場合は１：６：１～１：３０：１程度であることが望
ましく、特に１：１０：１～１：２５：１程度が望ましい。基材層の厚さがスキン層の厚
さ（スキン層が２層以上ある場合はそのトータルの厚さ）の３倍未満であると、得られる
フィルムが十分な低弾性を備えない恐れがあり、またフィルムがネッキングを起こす恐れ
がある。また基材層の厚さがスキン層の３０倍を超えると、基材層の表面に均一な膜厚の
スキン層を形成することが困難となる。
【００３２】
　尚、スキン層の厚さを基材層の厚さよりも著しく薄くするためには、スキン層の主成分
となるポリオレフィン系樹脂（Ｂ）の試験温度１９０℃、荷重２．１６ｋｇにおけるＭＦ
Ｒ（ＪＩＳ　Ｋ７２１０に準拠）をＭｂとし、基材層の主成分となる密度が９１０ｋｇ／
ｍ３未満のポリエチレン系樹脂（Ａ）の試験温度１９０℃、荷重２．１６ｋｇにおけるＭ
ＦＲ（ＪＩＳ　Ｋ７２１０に準拠）をＭａとしたとき、１．５Ｍａ≦Ｍｂ≦５．０Ｍａで
あることが望ましく、特に２．０Ｍａ≦Ｍｂ≦４．０であることが望ましい。スキン層の
主成分となる樹脂のＭＦＲを、基材層のＭＦＲの１．５倍以上高くすることにより、均一
な厚さの薄いスキン層（０．５～１０μｍ）の形成が可能となる。しかしながらスキン層
の主成分となる樹脂のＭＦＲが高くなり過ぎると、スキン層の膜厚が安定し難くなる。
【００３３】
　本発明の低弾性フィルムの膜厚は特に限定されるものではないが、３００％伸長荷重を
５Ｎ／１５ｍｍ以下とするためには、２００μｍ以下であることが望ましく、特に１００
μｍ以下であることが望ましい。また薄すぎると表面保護シート等として使用する際に破
れる恐れがある。よってフィルムの膜厚は２０μｍ以上が望ましく、特に３０μｍ以上で
あることが望ましい。
【００３４】
　本発明の低弾性フィルムは、本発明の効果を損なわない範囲で、任意の適切な他の成分
を含んでいても良い。このような他の成分としては、例えば離型剤、紫外線吸収剤、耐熱
安定化剤、充填剤、滑剤、着色剤（染料等）、酸化防止剤、目ヤニ防止剤、アンチブロッ
キング剤等が挙げられる。
【００３５】
［低弾性フィルムの製造方法について］
　本発明の低弾性フィルムは、上述したスキン層と基材層とを別々に製膜し、その後ドラ
イラミネート用接着剤等を介して積層し、製造してもよい。しかしながら、基材層を単独
に製膜することは困難である。よって、例えばスキン層用の樹脂組成物と基材層用の樹脂
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組成物とを別々の押出機から１つのダイスに供給し、製膜する共押出法、あるいは、スキ
ン層を予め製膜した後、該スキン層上に基材層用の樹脂組成物を押出す押出ラミネート法
、二枚のスキン層を予め製膜した後、スキン層の間に基材層用の樹脂組成物を押出し、積
層するサンドラミネート法等により製膜するとよい。
　尚、フィルムの生産性を考慮すると共押出法によることが望ましく、膜厚精度等を考慮
するとＴダイ共押出法を採用することが特に望ましい。
【００３６】
［表面保護シート］
　本発明では、上述した低弾性フィルムの用途として表面保護シートを提案する。該表面
保護シートの製造方法は特に限定されるものではなく、従来公知の方法を採用すればよい
。例えば低弾性フィルムの片面にプライマー処理を施し、該処理面に粘着剤層を設けると
よい。粘着剤は、一般に用いられている粘着剤であれば特に限定されないが、例えば、ア
クリル系粘着剤、ゴム系粘着剤等を採用することができる。
　本発明の表面保護シートは低弾性であるので、金属板等と共に深絞り加工されても、金
属板等に皺や傷が入ることはない。
【００３７】
［化粧シート］
　本発明では、上述した低弾性フィルムの用途として、更に化粧シートを提案する。化粧
シートの製造方法も、従来公知の方法を採用すればよい。例えば低弾性フィルムに、必要
に応じコロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処理等の表面処理を施し、図柄層（ベタイ
ンキ層、柄インキ層等）を形成し、更に必要に応じ機能性コート層を設けることにより製
造することができる。
　該化粧シートは公知の接着剤等を使用して被着体に積層される。本発明の化粧シートは
低弾性であるため、被着体がＲ加工された木質材やなだらかな曲面を備えるプラスチック
成型品等であっても、Ｒ加工面や曲面に沿うことができ、被着体外面を美麗に化粧するこ
とができる。
【００３８】
［転写シート］
　本発明では、上述した低弾性フィルムの用途として、更に転写シートを提案する。転写
シートもまた、従来公知の方法で製造することができる。例えば低弾性フィルムの表面を
シリコーン系離型剤等で処理し、次いで該処理面に印刷により意匠層を設けることにより
製造できる。
　意匠層を転写させる方法は特に限定されるものではないが、例えば真空成型装置を用い
、該装置内に意匠を転写したい物品（被着体）と転写シートとを配置し、該装置内を減圧
するとよい。本発明の転写シートは低弾性フィルムを基材とする為、装置内で被着体に沿
うよう伸長され、美麗な意匠層を転写することができる。
【実施例】
【００３９】
　以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に何ら限定さ
れるものではない。
【００４０】
　実施例、比較例における評価の方法は以下の通りである。尚、引張試験機として島津製
作所社製オートグラフＡＧ－ＩＳを使用した。
＜３００％伸長荷重＞
　前述した伸縮試験により、試験片を３００％伸長（チャック間距離４０ｍｍ→１６０ｍ
ｍ）した時の引張試験機に加わる荷重を３００％伸長荷重（Ｎ／１５ｍｍ）とする。
＜伸縮歪み＞
　前述した伸縮試験により、試験片を３００％伸長後、伸長を戻す際に、引張試験機に加
わる荷重が０．０１Ｎ／１５ｍｍになったときのチャック間距離（Ｌ１（ｍｍ））を測定
し、式（１）より伸縮歪み（％）を算出する。
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式１：１００×（Ｌ１－４０）／４０
＜ネッキング＞
　伸縮試験後の試験片について、ネッキングの有無を目視で確認する。
【００４１】
　実施例、比較例において用いた樹脂は以下の通りである。
プラストマー樹脂（ＰＲ）：メタロセン触媒によるエチレン－αオレフィン共重合体（密
度８８６ｋｇ／ｍ３、ＭＦＲ４．０ｇ／ｍｉｎ（１９０℃、２．１６ｋｇ））
エラストマー樹脂（ＥＲ）：メタロセン触媒によるプロピレン－エチレンランダム共重合
体（密度８６２ｋｇ／ｍ３、ＭＦＲ３．０ｇ／ｍｉｎ（２３０℃、２．１６ｋｇ）、エチ
レン含有量１６重量％）
高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）：エチレンの単独重合体（密度９６０ｋｇ／ｍ３、ＭＦ
Ｒ８．０ｇ／ｍｉｎ（１９０℃、２．１６ｋｇ））
プロピレン－エチレンランダム共重合体（ｒ－ＰＰ）（密度９１０ｋｇ／ｍ３、ＭＦＲ１
２．８ｇ／１０ｍｉｎ（１９０℃、２．１６ｋｇ））
【００４２】
［実施例１］
　基材層としてＰＲを、スキン層としてＨＤＰＥを用い、Ｔダイ共押出法にて、スキン層
／基材層／スキン層からなる３層の低弾性フィルム（４０μｍ）を得た。各層の厚み比を
表１に記す。該低弾性フィルムについて３００％伸長荷重、伸縮歪み、ネッキングの有無
を確認した。結果を表１に併せて記す。
【００４３】
［実施例２～４］
　基材層を形成する樹脂及びスキン層を形成する樹脂、並びに各層の厚み比を表１に記す
ように変化させた以外は、実施例１と同様にして実施例２～４の低弾性フィルム（４０μ
ｍ）を得た。各フィルムの３００％伸長荷重、伸縮歪み、ネッキングの有無を確認し、結
果を表１に併せて記す。
【００４４】
［比較例１］
　ＰＲからなる単層のフィルム（４０μｍ）の製膜を試みた。しかしながら、フィルムを
搬送することができず、製膜できなかった。
【００４５】
［比較例２］
　厚み比を表２に記すように変化させた以外は、実施例１と同様にして、低弾性フィルム
の製膜を試みた。しかしながら、フィルムの端縁部においてスキン層が部分的に途切れて
おり、該部分においてフィルムが搬送ロールに貼り付いて製膜できなかった。
【００４６】
［比較例３～５］
　基材層を形成する樹脂及びスキン層を形成する樹脂、並びに各層の厚み比を表２に記す
ように変化させた以外は、実施例１と同様にして比較例３～５の低弾性フィルム（４０μ
ｍ）を得た。各フィルムの３００％伸長荷重、伸縮歪み、ネッキングの有無を確認した。
結果を表２に併せて記す。
【００４７】
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【表１】

【００４８】
【表２】

【００４９】
　基材層にＰＲを用いた実施例１～４のフィルムは３００％伸長荷重が低く、伸縮歪みが
大きく、ネッキングが発生しなかった。
　一方、スキン層／基材層／スキン層の厚み比が１／４／１である比較例３のフィルムや
、基材にＬＬＤＰＥを用いた比較例５のフィルムは、伸縮歪みが大きかったが、これはフ
ィルムが降伏点を超えて伸長されたためと思われる。また基材層にＥＲを用いた比較例４
のフィルムは、３００％伸長荷重は小さいものの、伸縮歪みが小さく、弾性の高いフィル
ムであった。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本発明では低弾性フィルムの用途として、表面保護シート、化粧シート、転写シートを
例示し、詳説したが、本発明の低弾性フィルムの用途はこれに限定されるものではない。
本発明の低弾性フィルムは弾性が極めて低く抑えられているため、特定の物品に貼合され
た状態で伸長される用途、或いは伸長されながら特定の物品に貼合される用途等に好適に
用いることができる。
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